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研究成果の概要（和文）：当初掲げた研究目的に関しては概ね実現できた。現在公判中の冤罪の疑いが濃厚な事
件に関して、弁護団より取調過程での会話の反訳、供述調書といった膨大な資料の提供を受け、判例データベー
スから判例を拾い上げ、本研究活動に必要な資料を収集した。そして、それらの資料をもとに取調べ技法という
捜査官（尋問者）の用いる言語使用や話法のあり方と供述者の供述態度や返答の信用性の連関について、取調室
での会話においては発現しているが、判決や供述調書に記録する段階では捨象されてしまう種々の発話行為およ
び話者の意図を示す談話マーカー（特に終助詞）を同定し、実験を通して実証した上で法学的検討を通して社会
的実装に向けて検討した。

研究成果の概要（英文）：We have achieved almost all the goals proposed at the beginning of this 
study. We were lucky enough to obtain documents of false accusation cases which were offered by the 
defense counsel. We first analyzed them linguistically, conducted psychological experiments 
concerning utterance patters observed in those cases, and then examined the result and a proposal 
from a legal viewpoint. There are a few expressions that DO appear in the criminal investigation 
process but disappear when recorded on the documents. We focused on speech acts and sentence-ending 
particles which would help us determine what the accused would have wanted to express and what they 
would have thought to examine whether they really were trying to confess. The results were reported 
in many domestic and international conferences.

研究分野： 法言語学
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１．研究開始当初の背景 
 これまでの我が国における法というコン
テクストにおける言語現象の研究（以下、
法言語研究）は、司法コミュニケーション
の実態の報告や法律文の分析などが中心で
あり、社会的実装という側面が大きく欠如
していた。しかし、法言語研究は、もとも
と諸外国では証拠の分析を中心とした実務
への応用を中心に発展してきた分野であり、
近年の福祉言語学（徳川宗賢 1999「対談：
ウェルフェア・リングイスティクスの出発」
『社会言語科学』2-1）の議論のように、我
が国の言語学界においても、実社会に貢献
し得る言語研究を展開する流れが起きてい
た。 
 また、捜査機関による取り調べの録音・
録画については、検察における取調べにお
いて実現され、さらに警察・検察による取
調べの全面的可視化に向けて司法界も動い
ている。取調過程の記録に研究者がアクセ
ス可能になり、そこでの言語使用の分析も
確実に重要度を増すと考えた。 
 日本の刑事裁判の 90％以上が自白事件
である（田口守一 2001「自白事件の刑事手
続について」早稲田法学 76-3）。取調過程
での自白は供述調書という形で裁判に証拠
として持ち込まれ、その内容が裁判結果を
左右する。取調べの場面では、取調官と被
疑者や証人などとのやりとりが虚偽自白や
歪曲された供述調書および目撃証言を誘発
し、そういった供述や証言をもとにした事
実認定が冤罪や不公正な裁判結果を引き起
こしてきた。社会科学者が関わる供述調書
の鑑定依頼も、記録された供述の任意性を
評価するものがほとんどであり、どのよう
なやりとりがもとになって争点となる供述
が引き出され、記述されたかが評価のカギ
となる。つまり、取調べにおける言語コミ
ュニケ―ションの実態とそれを基に記録さ
れた供述調書との関係を探ることが、公正
な司法の実現に貢献し得ると考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、実際の刑事事件、民事事件の
資料をもとに、言語学、心理学、法学の知見
を融合した学際的、実証的、多角的な検討に
よって以下の３点を明らかにすることを目
的とした。 
(1)刑事事件の取調べ過程における言語使用
の実態。具体的には、判例と実際の事件資料
から、供述調書とそれが作成される過程であ
る取調べにおける言語コミュニケーション
の特徴の抽出、および両者の整合性を検討し、
齟齬が生じる理由を明らかにする。 
(2)被疑者の態度や事実認定者の判断に影響
を与える言語現象の同定。取調過程において

被疑者や証人の態度および後の裁判で事実
認定者の法的判断に影響を与える言語現象
について、質問紙調査、面接調査、実験を行
ない、その分析結果や効果を心理言語学的な
立場から実証する。 
(3)実務的応用を目指した言語分析モデルの
開発・提案。(1)と(2)の結果をもとに、特に、
供述分析に関して、学術的な立場からの批判
に耐え得るものでありながら（裁判官や裁判
員などのように）言語学を専門としない人間
にも理解でき、鑑定や意見書に対する法的要
件を満たした、実用に耐えうる言語分析モデ
ルを開発・提案する。 
 
３．研究の方法 
以下の作業順序で研究を進めた。 
①「資料収集」法務省・検察庁の提供する資
料に基づく取調べ過程での会話の反訳、供述
調書、および LEXIS など複数の判例データベ
ースを利用して判例の収集を行なう。 
②「分析」 ①で収集されたデータを基に、
事実認定者の判断方法、被疑者の態度や法的
判断に影響する言語現象を語用論、社会言語
学、説得心理学、社会言語学、心理言語学、
社会心理学等の諸理論・分析手法を用いて同
定する。 
③「実証」②で同定された問題に関して、質
問紙・面接・観察や通常の実験方法などに加
え、適宜、脳波計、近赤外線分光器などの機
器を用いた生理的指標に基づく実験を取り
入れながら、法的場面における言語使用の判
断への影響およびそのメカニズムを明らか
にする。 
④「実装」言語分析理論の発展への寄与およ
び言語分析の実学的寄与をめざし、言語学・
心理学・法学の知見を融合した検討を経て言
語証拠の分析モデルを構築・提案する 
 
４．研究成果 
 上記研究目的⑴-⑶に関し、概ね実現でき
た。研究目的⑴については、現在公判中の冤
罪の疑いが濃厚な事件に関して、弁護団より
取調べ過程での会話の反訳、供述調書といっ
た膨大な資料の提供を受け、判例データベー
スから判例を拾い上げ、本研究活動に必要な
資料を収集することができた（上記研究方法
①）。そして、上記研究方法②にしたがって
分析を行った。 
 これらの資料をもとに、諸外国とわが国の
捜査機関で用いられている尋問方法と比較
や、特定事件において判明した虚偽自白にお
ける尋問のあり方との対照を行うなど実証
的な調査研究を実施した。特に、取調べ技法
という捜査官（尋問者）の用いる言語使用や
話法のあり方と供述者（被尋問者）の供述態
度や回答の信用性の連関について、取調室で
の会話においては発現しているが、判決や供
述調書に記録する段階では捨象されてしま
う種々の発話行為および話者の意図を示す
談話マーカー（特に終助詞）を言語分析班が



同定（上記研究方法②）した。そして、その
分析結果を受けて心理学班が実験を通して
実証（上記研究方法③）し、さらに法学班が
法学的検討を通して社会的実装に向けて提
言を行った。 
 研究成果の社会的還元としては、研究分担
者の指宿が主宰する「被疑者取調べ録画研究
会」（京都弁護士会と共催）を３年間に渡り
本科研費の後援により実施することができ
た。これは弁護士層を中心に多くの参加者を
得ている。 
 また、後掲の通り、研究代表者および研究
分担者が関わる公開の研究会、単発の寄稿論
文、国内・海外の学会での個別あるいは共同
報告、本研究グループ主催のシンポジウム、
内外での招待講演等で実施した。2016 年に
は成城大学法学会の出版助成を得て、法律文
化社からこれまでの学術論文を集大成した
『被疑者取調べ録画制度の研究：可視化をめ
ぐる法と諸科学』を刊行した。さらに、現在
刊行にまで至っていない論文においても、本
研究に関する研究成果を公表予定である。 
 また、提供を受けた事件資料については、
膨大であったため、未だ十分な検討をできて
いない部分があるが、今後の研究資源として、
継続的に関連研究のさらなる発展を目指し
て活用していく予定である。 
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